地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に基づく随意契約　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和６年３月１日

発注見通し調書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当部局：東成区役所　
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	令和6年度鶴橋駅前自転車等通行環境改善事業業務委託
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	令和6年4月1日
	政令第167条の2第1項第3号に規定する障がい者施設関係のうち福祉局長が公表する障がい者施設又は同政令に規定するシルバー人材センターのうち福祉局長が公表する（公社）大阪シルバー人材センター又は同政令に規定する母子・父子福祉団体等でこども青少年局長が公表する母子・父子福祉団体等又は同政令に規定する認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設のうち本案件の履行が可能なものを選定する。
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